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第77期 事業報告

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続いておりま

したが、新型コロナウイルス感染症が国内及び世界経済に甚大な影響をもたらし

ました。

今後も感染症拡大の早期収束が見通せず、景気の先行きも厳しい状況が続くと

見込まれております。

当社グループと関連が深い建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移し

たものの、住宅建設の着工件数は緩やかに減少しており、競争の激化や人手不足

等により厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社グループは営業力の強化と商品力の強化に努めてま

いりましたが、当連結会計年度の連結売上高は、198億95百万円(前期比2.0%減)と

なりました。

損益面につきましては、当連結会計年度においても諸経費の削減と生産性の向

上に努めてまいりましたが、営業利益は17億43百万円(前期比9.6%減)、経常利益

は18億８百万円(前期比10.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は12億７百万

円(前期比13.9%減)となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

（合成樹脂加工品事業）

　主力の建材製品は、壁装材が売上増となりましたが、国内床材、防水資材、住

宅資材、輸出用床材は売上減となりました。また、産業資材製品は、車両用床材

が売上増となりましたが、フィルム基材は売上減となりました。

　この結果、売上高は195億35百万円（前期比2.0%減）、営業利益は14億70百万円

（前期比10.9%減）となりました。

（不動産賃貸事業）

　不動産賃貸料収入は、売上高は３億60百万円（前期比2.5%減）、営業利益は２億

72百万円（前期比1.8%減）となりました。
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　企業集団のセグメント別売上高

期別

事業区分

当 期 前 期 増 減

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

合 成 樹 脂
加 工 品 事 業

19,535 98.2 19,929 98.2 △394 △2.0

不 動 産
賃 貸 事 業

360 1.8 369 1.8 △9 △2.5

合 計 19,895 100.0 20,298 100.0 △403 △2.0

　(2) 設備投資の状況

　当期中に実施した設備投資は、研究開発拠点の新棟建築、環境対応設備、試験

機、印刷・型押ロールなど、総額11億79百万円であります。

　(3) 資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。

　(4) 対処すべき課題

今後の当社グループを取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の世界

的な大流行に伴い個人消費のみならず経済社会に与える影響が大きく危惧される

中、住宅投資の減少、販売競争の激化、物流コストの上昇等が懸念されるなど、

見通しが不透明であります。

当社グループにおきましては、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたこ

とを受け、可能な限りテレワーク、時差出勤等への切替えを行い、お客様及び従

業員への感染拡大防止に努めております。

このような環境の下、当社グループは適時適切な対応を取ることで、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響を最小限にすることに努めると共に収束後を見据え、

事業環境の変化にスピーディーに対応できる体制整備と事業基盤強化策を推し進

め、さらに新製品や工法の開発を合わせて実施し、安定した利益を確保し続ける

企業への変革に努めてまいります。
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　(5) 財産及び損益の状況の推移

期別
区分

第74期
2017年3月期

第75期
2018年3月期

第76期
2019年3月期

第77期
2020年3月期

売 上 高 (百万円) 20,974 20,686 20,298 19,895

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,719 1,595 1,402 1,207

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 371円24銭 346円16銭 304円19銭 261円90銭

純 資 産 (百万円) 13,653 15,048 16,012 16,644

総 資 産 (百万円) 21,496 22,475 22,514 24,021

(注)１．１株当たり当期純利益は、保有する自己株式数を除く期中平均発行済株式総数により算出し
ております。

２．当社は、2016年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しておりま
す。

　(6) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 親会社との関係

　該当はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主な事業内容

ロ ン シ ー ル イ ン
コ ー ポ レ イ テ ッ ド

千米ドル ％

建材商品の仕入及び販売380 100.0

株 式 会 社 ロ ン テ ク ノ
百万円 ％

建材商品の仕入・販売及び
工事

20 100.0

龍 喜 陸 （上 海）
貿 易 有 限 公 司

千人民元 ％

建材商品の仕入及び販売1,975 100.0
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　(7) 主要な事業内容
　 当社グループの事業及び主要製品は次のとおりです。
　 合成樹脂加工品事業

・建築用床材（抗菌・抗ウィルス製品、ノーワックス製品、機能製品)

教育施設、医療福祉施設、生産施設、マンション等の床材
抗ウィルス性ノーワックス床シート「CTシリーズ、ロン
プロテクト」、超防汚性ノーワックス床シート「サニタリ
ウム」、一般用床シート「ロンリウムシリーズ」、発泡層
付床シート「ロンフォームCT」、防滑性床シート「ロンマ
ットME」、階段用床材「ロンステップME、ロンステップ室
内用」、各種機能性床シート「ツートンリウム、IDフロア
シリーズ、ロンクリーンリウム、ブレスリウム」、機能性
タイル「ロンタイルOA」、タイルカーペット「パーホロン
タイルカーペット」

・屋上防水材

教育施設、医療福祉施設、オフィス、店舗、工場、マンシ
ョン、一般住宅等の防水材
ロンプルーフエース、ベストプルーフ、ニューベストプ
ルーフ、ベストプルーフプラス、ベストプルーフα、ベ
ストプルーフRS

・環境対応防水システム

教育施設、医療福祉施設、店舗、工場、マンション、一般
住宅の屋上緑化、遮熱材料による環境保護とヒートアイラ
ンド現象の緩和
太陽光パネル設置工法「PV支持架台」、遮熱防水仕様「ベ
ストプルーフシャネツ」、「ロンプルーフシャネツ」、長期
防水保証システム「ロンプルーフSP」、屋上緑化システム
「ロングリーン仕様」

・壁装材（TVOC対策品、抗菌・抗ウィルス製品、消臭製品及び一般品)

教育施設、店舗、オフィス、マンション、医療福祉施設、
一般住宅等の壁紙

・車両用床材

鉄道車両用、バス用の床材

・機能性フィルム

印刷用化粧フィルム、保護フィルム、IC関連加工用フィル
ム、抗ウィルス性フィルム

・工事業

各種防水工事及び室内装飾内装工事

不動産賃貸事業

・ショッピングセンター施設
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　(8) 主要な事業所

　 ①当社

本 社 (東京都墨田区)

本 社 分 室 (東京都墨田区)

大 阪 支 店 (大阪市淀川区)

営 業 所 札幌、仙台、北関東、土浦、東京、首都圏、横浜、名古屋、

大阪、広島、福岡

土浦事業所 (茨城県土浦市)

賃 貸 施 設 (東京都葛飾区)

②子会社

ロンシールインコーポレイテッド （米国カリフォルニア州）

株式会社ロンテクノ （東京都豊島区）

龍喜陸（上海）貿易有限公司 （中国上海市）

　(9) 従業員の状況

①企業集団の従業員数

従業員数 前期末比

445名 12名増加

　 ②当社の従業員数

従業員数 前期末比 平均年齢 平均勤続年数

393名 12名増加 40.7歳 15.8年

(注) １．従業員数は就業人員数であります。
２．上記従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。

　(10) 主要な借入先

借 入 先 借入金残高

百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 800
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 9,000,000株

(2) 発行済株式総数 4,625,309株 （自己株式15,711株を含む)

(3) 株 主 数 3,683名

　(4) 大 株 主 （上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％

東ソー株式会社 1,757 38.13

ＫＢＬ ＥＰＢ Ｓ．Ａ． １０７７０４ 511 11.09

株式会社みずほ銀行 211 4.58

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ

ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）
189 4.11

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信

託口）
157 3.42

東京海上日動火災保険株式会社 91 1.97

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 65 1.42

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴ

ＩＯＮＡＬ
57 1.25

日本生命保険相互会社 53 1.15

ロンプ持株会 41 0.89

(注) 持株比率は、自己株式（15,711株）を控除して計算しております。

　(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

　(1) 取締役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

大 村 朗 代表取締役社長 社長執行役員

蓮 沼 修
取締役常務執行役員

( 土浦事業所長 ) 株式会社ロンテクノ取締役

井 関 直 彦
取締役常務執行役員

( 人事・総務部 経理部
監査室 防水事業部担当 )

常 盤 昭 夫
取締役常務執行役員

( 建装事業部長兼大阪支店
長 壁装事業部担当 )

ロンシールインコーポレイテッド取締役
株式会社ロンテクノ取締役
龍喜陸（上海）貿易有限公司董事

松 本 公 一
取締役執行役員

( 経営管理部 情報システ
ム部 購買部担当 )

ロンシールインコーポレイテッド取締役
龍喜陸（上海）貿易有限公司監査役

田 中 達 也 取締役 田中藍株式会社代表取締役社長

平 山 達 也 取締役（常勤監査等委員） 株式会社ロンテクノ監査役

大 石 秀 夫 取締役（監査等委員）

河 本 浩 爾 取締役（監査等委員） 東ソー株式会社常勤監査役

(注) １．取締役のうち田中達也氏、大石秀夫氏及び河本浩爾氏は、会社法第２条第15号に定める社
外取締役であります。なお、田中達也氏及び大石秀夫氏は東京証券取引所が指定を義務付
ける独立役員であります。

２．当社は定款において常勤の監査等委員を選定することができる旨を定めており、監査等委
員会の活動の実効性を確保するためには常勤者による監査が必要と判断し、当該規定に基
づき平山達也氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３．当期中の取締役の異動
① 取締役 蓮沼修氏は2019年６月27日開催の第76回定時株主総会において、新たに取締役

に選任され就任いたしました。
② 取締役 田中利彦氏は2019年６月27日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって任期

満了により退任いたしました。

　

　(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最

低責任限度額としております。
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　(3) 取締役の報酬等の総額

区 分 員 数 報酬等の総額

名 百万円

監査等委員でない取締役
（うち社外取締役）

７

（１）

95
(５)

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

３

（２）
19
(７)

合計 10 115

(注) １．上記には、2019年６月27日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１
名を含んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は、含まれておりません。

　(4) 社外役員に関する事項

　当該事業年度における主な活動の状況

監査等委員でない社外取締役田中達也氏は、当事業年度中に開催した13回の

取締役会のうち、13回出席し、他社での経営者としての豊富な経験、知見を有

する立場で必要な発言を適宜行いました。

監査等委員である社外取締役大石秀夫氏は、当事業年度中に開催した13回の

取締役会のうち、13回出席し、また、当事業年度中に開催した11回の監査等委

員会のうち、11回出席し、他社での経営者、監査役としての豊富な経験、知見

を有する立場で必要な発言を適宜行いました。

監査等委員である社外取締役河本浩爾氏は、当事業年度中に開催した13回の

取締役会のうち、13回出席し、また、当事業年度中に開催した11回の監査等委

員会のうち、11回出席し、他社での経営者としての豊富な経験、知見及び財

務・会計に関する適切な知見を有する立場で必要な発言を適宜行いました。
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５．会計監査人の状況

　(1) 会計監査人の名称

　アーク有限責任監査法人

　(2) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

　

　(3) 会計監査人の報酬等の額

　 ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

25百万円

　 ② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

25百万円

　
　(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上
記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めておりま
す。

２．会計監査人の報酬等の額について監査等委員会が同意した理由
当監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行
状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検
証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

　(4) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　

　(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。

　また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査

の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監

査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　

　(6) 子会社の監査の状況

　当社子会社ロンシールインコーポレイテッドは、当社の会計監査人以外の監査

法人による監査を受けております。
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６．会社の体制及び方針

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

　 ① 取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

ア．役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロ

ンシール・グループ コンプライアンス行動指針」を定め、取締役及び執行

役員は率先垂範して同指針を遵守する。

イ．取締役会への付議及び報告の基準となる「取締役会規則」及び「職務権限

規程」を定め、取締役及び執行役員は同規則及び同規程に則り職務を執行す

る。

ウ．取締役の職務の執行は、監査等委員会の監査を受ける。

　 ② 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　情報の保存及び管理に関する「文書管理規程」を定め、株主総会議事録、取

締役会議事録、その他取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員

の職務執行に係る情報が記載された文書を常時、取締役、執行役員から閲覧の

要請があった場合に速やかに閲覧できるよう適切な場所に保管するとともに、

定められた期間保存する。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア．「リスク管理基本規程」に則り、リスク管理体制を整備するとともに、役職

員への周知徹底を行う。

イ．リスク管理の状況を定期的に取締役会に報告する。

④ 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

ア．監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能強化に取組み、経営の

監督・意思決定機能と業務執行を分離し、業務執行に関する意思決定を機動

的に行っていくため、取締役会の決議により定めた一定の事項については、

経営会議及び稟議手続きを経て決定する。

イ．取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を

定め、会社の業務を委任する。各執行役員は社内規程に基づき委譲された職

務権限により、取締役会で決定した会社の方針、業務執行に関する経営会議

での決定事項及び社長の指示の下に業務を執行する。
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　 ⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロ

ンシール・グループ コンプライアンス行動指針」を定め、同指針の遵守を

徹底する。

イ．「コンプライアンス規程」に則り、役職員一人一人が高い倫理観を持ち公正

誠実にコンプライアンスを実践するよう継続的な教育を推進する。

ウ．コンプライアンス担当部門、コンプライアンス相談窓口を設け、コンプラ

イアンスに関する相談及び通報が出来る体制を整える。また、通報を行った

者に対し、当該通報したことを理由に不利な取扱いを行わないことを確保す

る。

⑥ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア．当社は、「子会社管理規程」に則り、その適正な運用を図る。

イ．子会社は、当社のリスク管理体制に準じた自律的な管理体制を構築・運用

し、当社は適切な報告を求める。

ウ．子会社は、職務権限及び意思決定のルールを明確化し、当社は適切な管理

及び指導を行う。

エ．当社は、当社グループの役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するため

の行動規範を示した「ロンシール・グループ コンプライアンス行動指針」

を子会社へ周知徹底する。

　 ⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締

役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性

に関する事項、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する

指示の実効性の確保に関する事項

ア．当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置

する。

イ．監査等委員会事務局の主要な人事については監査等委員会と事前に協議す

る。

ウ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人について、当該使用人の取締

役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性、監査等委員会の指示の

実効性を確保するための体制に関し監査等委員会から要請があれば協議の上、

協力する。
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　 ⑧ 当社及び子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会へ報告をするた

めの体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制

ア．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人、並

びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監

査等委員会に遅滞なく報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも

必要に応じて、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及

び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求める

ことができる。

イ．内部監査状況（内部統制システムの状況を含む）及びリスク管理に関する

状況、並びに社内通報制度に関する通報状況については監査等委員会へ遅滞

なく報告する。

ウ．前各項に関して、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを行わない。

　 ⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア．社長は、監査等委員と定期的な会合を開催し、経営全般に亘る事項につい

て意見交換を行う。

イ．監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人から適宜報告を受け、相互

連携を図る。

ウ．監査等委員が職務の執行上必要と認める費用又は債務の処理について、会

社に請求することができる。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記（１）の業務の適正を確保するための体制について、内部統制

システムの整備及び運用状況を調査し取締役会にその内容を報告しております。

また、調査の結果判明した問題点につきましては、体制の整備又は運用の見直

しを行い、より適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。

　当事業年度の運用状況としましては、取締役及び使用人は法令及び社内規程

に基づき業務を執行し、内部統制システムが適正に運用されている事を確認し

ております。また、社内研修においてコンプライアンス教育等を実施し、ロン

シール・グループ コンプライアンス行動指針の周知・徹底を行っております。

　なお、リスクの管理状況は取締役会に報告し、状況を確認の上、当社グルー

プにおける業務の適正を確保するための体制強化を図っております。
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（3）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「ロンシール・グループ コンプライアンス行動指針」に反社会的勢

力との関係遮断に関する行動指針を示し、社内教育・研修等を通じてその内容

を周知徹底しています。また、人事・総務部を担当部署とし、事案の発生時に

は警察当局、顧問弁護士等と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整

備しています。

（4）株式会社の支配に関する基本方針

　当社では、以下の経営方針を支持する者が、「会社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者」であることが望ましいと考えています。

　【経営方針】

　当社は、『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としていま

す。その為に、健全な経営システムのもと、企業価値の向上を目指し、更なるコ

ーポレートガバナンスの強化が重要であると認識しています。

　コーポレートガバナンスの基本方針は次のとおりです。

　 ① 経営のスピードアップと事業遂行力の向上

　 ② 企業行動の透明性と健全性の確保

　 ③ 適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ (説明責任）の充実

　なお、上記の経営方針に照らして不適切な者が当社支配権の獲得を表明した

場合には、当該表明者や第三者（独立社外者）とも協議のうえ、次の３項目の

要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。

　 ・当該措置が上記の経営方針に沿うものであること

　 ・当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと

　 ・当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと
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（5）剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、将来の事業展開に必要な内部留

保を確保しつつ、永続的かつ安定的な利益還元を行うことを基本としておりま

す。利益還元の目標としては、連結当期純利益の20％～40％を目安とし、内部

留保及び事業環境等を勘案し決定します。

　このような方針の下、第77期の期末配当につきましては、2020年５月14日開

催の取締役会において、以下のとおり剰余金の処分に関する決議をいたしまし

た。

　なお、当期の期末配当につきましては、当期の業績が前期比減益になるもの

の、前期の普通配当と同額の80円の配当を実施いたします。

　 ① 配当財産の種類

　 金銭といたします。

　 ② 配当財産の割当に関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき80円 総額 368,767,840円

　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 2020年６月９日
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連結貸借対照表
(2020年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資産の部) (24,021) (負債の部) (7,377)

流 動 資 産 16,797 流 動 負 債 5,807

現 金 ・ 預 金 7,400 支 払 手 形 ・ 買 掛 金 2,074

受 取 手 形 ・ 売 掛 金 4,844 電 子 記 録 債 務 887

電 子 記 録 債 権 1,349 短 期 借 入 金 1,180

商 品 及 び 製 品 2,257 リ ー ス 債 務 10

仕 掛 品 248 未 払 金 637

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 628 未 払 法 人 税 等 186

そ の 他 の 流 動 資 産 72 預 り 金 15

貸 倒 引 当 金 △3 賞 与 引 当 金 304

固 定 資 産 7,224 設 備 関 係 支 払 手 形 80

有 形 固 定 資 産 6,083 そ の 他 の 流 動 負 債 430

建 物 及 び 構 築 物 1,822 固 定 負 債 1,569

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 713 リ ー ス 債 務 274

工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 306 預 り 保 証 金 1,215

土 地 2,419 退職給付に係る負債 80

リ ー ス 資 産 250 （純資産の部） （16,644）

建 設 仮 勘 定 570 株 主 資 本 16,395

無 形 固 定 資 産 127 資 本 金 5,007

投 資 そ の 他 の 資 産 1,013 資 本 剰 余 金 4,121

投 資 有 価 証 券 699 利 益 剰 余 金 7,292

繰 延 税 金 資 産 188 自 己 株 式 △26

その他の投資その他の資産 141 その他の包括利益累計額 248

貸 倒 引 当 金 △16 その他有価証券評価差額金 282

為 替 換 算 調 整 勘 定 △33

資 産 合 計 24,021 負債及び純資産合計 24,021

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 19,895

売 上 原 価 12,126

売 上 総 利 益 7,768

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,025

営 業 利 益 1,743

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 33

そ の 他 の 営 業 外 収 益 55 89

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6

そ の 他 の 営 業 外 費 用 17 24

経 常 利 益 1,808

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1 1

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 115

そ の 他 の 特 別 損 失 0 115

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,694

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 461

法 人 税 等 調 整 額 26

当 期 純 利 益 1,207

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,207

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(単位：百万円)

項 目
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 5,007 4,121 6,500 △25 15,603

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △414 △414

親会社株主に帰属する当期純利益 1,207 1,207

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― 0 792 △0 791

当 期 末 残 高 5,007 4,121 7,292 △26 16,395

(単位：百万円)

項 目
その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 432 △24 408 16,012

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △414

親会社株主に帰属する当期純利益 1,207

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

△149 △9 △159 △159

当 期 変 動 額 合 計 △149 △9 △159 632

当 期 末 残 高 282 △33 248 16,644

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　１．連結の範囲に関する事項

　 (1) 連結子会社の数 ３社

　 (2) 連結子会社の名称

　 ロンシールインコーポレイテッド

　 株式会社ロンテクノ

　 龍喜陸（上海）貿易有限公司

　２．持分法の適用に関する事項

　 該当事項はありません。

　３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のロンシールインコーポレイテッド及び、龍喜陸（上海）貿易有限公司の決算日は、

12月31日であり、当連結計算書類の作成にあたり同決算日現在の計算書類を使用しています。ただ

し、１月１日から３月31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行って

おります。

　４．会計方針に関する事項

　 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの 総平均法による原価法

　 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

③デリバティブの評価基準 時価法（ただし、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについて

は特例処理を、為替予約取引については振当処理を採用）

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア.リース資産以外の有形固定資産 定額法

イ . リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法

によっております。

②無形固定資産 定額法（なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法）

③長期前払費用 均等償却
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　 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸 倒 引 当 金 売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備え、支給見込額に基づき計上しております。

　 (4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①ヘッジ会計の方法

ア. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理をしております。なお、ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップ取引については特例処理を、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については、振当処理を採用しております。

イ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段

　金利スワップ取引、為替予約取引

ヘッジ対象

　借入金、外貨建（予定）取引残高

ウ. ヘ ッ ジ 方 針 借入金の利息相当額の範囲内及び外貨建（予定）取引残高の範囲内

で、必要に応じてヘッジしております。

エ. ヘッジ有効性評価の方法 主にヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段についてそれぞれのキャッシュ・フロー総額の変

動額を比較してヘッジの有効性の判定を行っています。但し、特例

処理の要件を満たしている金利スワップ取引及び振当処理の要件を

満たしている為替予約の場合は、ヘッジの有効性の判定は省略して

おります。

②退職給付に係る会計処理の方法 従業員の退職給付に備えるため、当社は適格退職年金制度の廃止日

（2003年６月30日）における自己都合要支給額から当該時点における

年金資産を控除した金額に基づき、子会社は当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基づき当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

③消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
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連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 19,036百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

　１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

　 普通株式 4,625,309株

　２．配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2019年５月10日

取締役会
普通株式 414 90.00 2019年３月31日 2019年６月10日

　

　 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2020年５月14日

取締役会
普通株式 利益剰余金 368 80.00 2020年３月31日 2020年６月９日

　３．新株予約権に関する事項

　 該当事項はありません。
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金融商品に関する注記

　１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金の調達については、銀

行等金融機関からの借入により行っております。

受取手形・売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、販売取引先管理規程に沿っ

て、リスク低減を図っております。

投資有価証券は、株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

支払手形・買掛金並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。

借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対

して金利スワップ取引を実施して支払金利の固定化を実施しております。

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利変動によるリスク回避を目的としております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおり

であります。

(単位：百万円)

区分
連結貸借対照表

計上額（*1）
時価（*1） 差額

（１）現金・預金

（２）受取手形・売掛金

（３）電子記録債権

　 貸倒引当金(*2)

7,400

4,844

1,349

△3

7,400 －

6,189 6,189 －

（４）投資有価証券

　 その他有価証券

（５）支払手形・買掛金

（６）電子記録債務

（７）短期借入金

（８）リース債務(流動負債、固定負債)

684

(2,074)

(887)

(1,180)

(284)

684

(2,074)

(887)

(1,180)

(284)

－

－

－

－

－

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2)受取手形・売掛金並びに電子記録債権に対応する一般貸倒引当金を控除しております。

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（1）現金・預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

（2）受取手形・売掛金並びに（3）電子記録債権

これらは信用リスクを把握することが困難なため、貸倒引当金をリスクとみなし、受取手形・

売掛金並びに電子記録債権に対応する一般貸倒引当金を控除した価額をもって時価としておりま

す。

（4）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
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（5）支払手形・買掛金、（6）電子記録債務並びに（7）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

（8）リース債務(流動負債、固定負債)

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。

（注)２．非上場株式（連結貸借対照表計上額15百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

ローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「（4）投資

有価証券 その他有価証券」に含めておりません。また、預り保証金（連結貸借対照表計上額

1,215百万円）については、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため記載しておりません。

賃貸等不動産に関する注記

　１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都葛飾区四つ木において、ショッピングセンター施設（土地を含む）を有してお

ります。

　２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

974 3,820

（注)１．連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当期末時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に基づいた鑑定評価でありま

す。

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,610円80銭

１株当たり当期純利益 261円90銭
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貸 借 対 照 表
(2020年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資産の部) (22,554) (負債の部) (6,955)
流 動 資 産 15,234 流 動 負 債 5,555
現 金 ・ 預 金 6,045 支 払 手 形 268

受 取 手 形 1,645 電 子 記 録 債 務 887

電 子 記 録 債 権 1,314 買 掛 金 1,707

売 掛 金 3,337 短 期 借 入 金 1,180

未 収 入 金 108 リ ー ス 債 務 10

前 払 費 用 6 未 払 金 573

商 品 及 び 製 品 1,927 未 払 法 人 税 等 161

仕 掛 品 209 未 払 費 用 88

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 628 預 り 金 15

そ の 他 の 流 動 資 産 11 賞 与 引 当 金 286

固 定 資 産 7,319 設 備 関 係 支 払 手 形 80

有 形 固 定 資 産 6,156 そ の 他 の 流 動 負 債 294
建 物 1,620 固 定 負 債 1,400
構 築 物 202 リ ー ス 債 務 274

機 械 及 び 装 置 709 預 り 保 証 金 1,079

車 両 運 搬 具 4 退 職 給 付 引 当 金 46

工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 302

土 地 2,496

リ ー ス 資 産 250

建 設 仮 勘 定 570 （純資産の部） (15,598)

無 形 固 定 資 産 126 株 主 資 本 15,324

施 設 利 用 権 20 資 本 金 5,007

ソ フ ト ウ ェ ア 84 資 本 剰 余 金 4,120

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 21 資 本 準 備 金 4,120

投 資 そ の 他 の 資 産 1,036 そ の 他 資 本 剰 余 金 0

投 資 有 価 証 券 668 利 益 剰 余 金 6,222

関 係 会 社 株 式 181 利 益 準 備 金 311

差 入 保 証 金 27 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,910

長 期 前 払 費 用 82 繰 越 利 益 剰 余 金 5,910

その他の投資その他の資産 21 自 己 株 式 △26

繰 延 税 金 資 産 70 評価・換算差額等 274

貸 倒 引 当 金 △15 その他有価証券評価差額金 274

資 産 合 計 22,554 負債及び純資産合計 22,554

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 17,559

売 上 原 価 11,112

売 上 総 利 益 6,446

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,134

営 業 利 益 1,312

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 208

そ の 他 の 営 業 外 収 益 54 262

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6

そ の 他 の 営 業 外 費 用 17 23

経 常 利 益 1,551

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1 1

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 115 115

税 引 前 当 期 純 利 益 1,437

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 360

法 人 税 等 調 整 額 △6

当 期 純 利 益 1,084

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(単位：百万円)

項 目

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰余金

当 期 首 残 高 5,007 4,120 ― 4,120 311 5,240 5,552

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △414 △414

当 期 純 利 益 1,084 1,084

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 0 0 ― 669 669

当 期 末 残 高 5,007 4,120 0 4,120 311 5,910 6,222

(単位：百万円)

項 目

株 主 資 本
評 価 ・ 換 算
差 額 等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △25 14,655 417 15,073

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △414 △414

当 期 純 利 益 1,084 1,084

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額)

△143 △143

当 期 変 動 額 合 計 △0 668 △143 525

当 期 末 残 高 △26 15,324 274 15,598

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

　１．資産の評価基準及び評価方法

　 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子 会 社 株 式 総平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの 総平均法による原価法

　 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

(3) デリバティブの評価基準 時価法（ただし、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引につい

ては特例処理を、為替予約取引については振当処理を採用）

　２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

①リース資産以外の有形固定資産 定額法

②リース資産 定額法 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法

によっております。

(2) 無形固定資産 定額法（なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法）

(3) 長期前払費用 均等償却

　３．引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金 売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備え、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、適格退職年金制度の廃止日（2003

年６月30日）における自己都合要支給額から当該時点における年金

資産を控除した金額に基づいて計上しております。
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　４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理をしております。なお、ヘッジ会計の要件を満たす金

利スワップ取引については特例処理を、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約については、振当処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段

金利スワップ取引、為替予約取引

ヘッジ対象

借入金、外貨建(予定)取引残高

③ヘ ッ ジ 方 針 借入金の利息相当額の範囲内及び外貨建(予定)取引残高の範囲内で、

必要に応じてヘッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法 主にヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段についてそれぞれのキャッシュ・フロー総額の変動額

を比較してヘッジの有効性の判定を行っています。但し、特例処理の

要件を満たしている金利スワップ及び振当処理の要件を満たしている

為替予約の場合は、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

(2) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
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貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 18,969百万円

　２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　(1) 短期金銭債権 840百万円

　(2) 短期金銭債務 142百万円

損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高

売 上 高 2,961百万円

仕 入 高 410百万円

営業取引以外の取引高 184百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

　 当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数

普 通 株 式 15,711株

税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

　 繰延税金資産

退職給付引当金 13百万円

賞与引当金 85百万円

未払事業税 18百万円

その他 81百万円

繰延税金資産小計 198百万円

評価性引当額 △11百万円

繰延税金資産合計 186百万円

　 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 116百万円

繰延税金負債合計 116百万円

繰延税金資産の純額 70百万円
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　関連当事者との取引に関する注記

１.親会社及び法人主要株主等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等の所

有(被所有)割

合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

その他の関

係会社
東ソー㈱

東京都

港区
55,173

ソーダ・石

油化学製品

等の製造販

売

(被所有)

直接38.4

原材料の仕

入

役員の兼任

原材料の仕

入
283 買掛金 130

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含みませんが、期末残高には消費税等を含みま

す。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引を参考にして取引条件を決定しています。

２.関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等の所

有(被所有)割

合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

子会社

ロンシールイ

ンコーポレイ

テッド

米国

カリフォ

ルニア州

80

(380千米ドル)

建材商品の

仕入及び販

売

100.0

建材製品の

販売

役員の兼任

建材製品の

販売

受取配当金

775

102

売掛金

未収入

金

156

102

子会社 ㈱ロンテクノ
東京都

豊島区
20

建材商品の

仕入・販売

及び工事

100.0

建材製品の

販売

役員の兼任

建材製品の

販売

受取配当金

2,167

73

売掛金 577

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含みませんが、期末残高には消費税等を含みま
す。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引を参考にして取引条件を決定しています。
受取配当金については、子会社の当期純利益に基づき協議の上決定しています。

３.兄弟会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又は出資金

(百万円)

事業の内容又

は職業

議決権等の所

有(被所有)割

合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

その他の関

係会社の子

会社

東ソー物流㈱
山口県

周南市
1,200

荷役業務の

受託・配送

業務

―

荷役業務の

受託・配送

業務

請負業務等

賃貸料の受

取等

1,476

36
未払金 286

その他の関

係会社の子

会社

大洋塩ビ㈱
東京都

港区
6,000

塩化ビニル

樹脂の製造

及び販売

―
原材料の仕

入

原材料の仕

入
660 買掛金 338

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含みませんが、期末残高には消費税等を含みま
す。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引を参考にして取引条件を決定しています。

　１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,383円92銭

１株当たり当期純利益 235円19銭

― 29 ―

2020年05月31日 04時58分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月12日

ロンシール工業株式会社

　取 締 役 会 御中
　 アーク有限責任監査法人

東京オフィス
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 本 幸 宏 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 長 井 裕 太 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ロンシール工業株式会社の2019年４月１
日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ロンシール工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

― 30 ―

2020年05月31日 04時58分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月12日

ロンシール工業株式会社

　取 締 役 会 御中

　 アーク有限責任監査法人
東京オフィス
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 本 幸 宏 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 長 井 裕 太 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ロンシール工業株式会社の2019年
４月１日から2020年３月31日までの第77期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第77期事業年度における取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役

及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を

求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針及び取組みについては、取締

役会等における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。
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2. 監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す

べき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針及び取組みは、相当であると

認めます。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 2020年５月12日

ロンシール工業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 平 山 達 也 ㊞

監 査 等 委 員 大 石 秀 夫 ㊞

監 査 等 委 員 河 本 浩 爾 ㊞

（注）監査等委員大石秀夫及び河本浩爾は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社

外取締役であります。

以 上
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